
 
【適時開示体制の概要（模式図）】 

＜当社及び当社グループの決定事実・決算に関する情報等＞ 

当社及び当社グループの決議事項は、子会社の案件も含め、当社の決裁権限規程に基づき、取締役会及び

決裁会議（事務局はコーポレート本部 経営管理部  経営企画グループ）において決議されることになりま

す。そのため、当社及び当社グループの決定事実・決算に関する情報等は、事務局に集約され、適時開示担当組

織であるコーポレート本部 経営管理部  経営企画グループに報告されます。経営企画グループにおいて、

有価証券上場規程による開示有無の確認を行い、適時開示が必要な事項については、執行責任者の代表取

締役社長及び情報取扱責任者の取締役専務執行役員 CFO に報告されます。その後、取締役会に議案が上

程・決議され、必要な情報開示を行います。 

 

 

 

 

 

＜当社グループに係る発生事実に関する情報＞ 

当社グループで発生した案件は、決裁会議（事務局はコーポレート本部 経営管理部 経営企画グループ） に

報告されます。そのため、緊急事態等も含め、発生事実に関する情報は事務局に集約され、適時開示担当

組織であるコーポレート本部 経営管理部 経営企画グループに報告されます。経営企画グループにおい

て、有価証券上場規程による開示有無の確認を行い、適時開示が必要な事項については、執行責任者の代

表取締役社長、情報取扱責任者の取締役専務執行役員 CFO 及び監査等委員に報告されます。その後、監査

等委員に開示有無に係る意見陳述を得た後、必要な情報開示を行います。 

 

 

 


